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学校関係

問い合わせ先 知名町学校教育課 電話：0997-84-3158問い合わせ先 知名町教育委員会事務局 学校教育係 電話：0997-84-3158

小学校入学までのスケジュール

転入及び転出時の手続き

就学教育相談会 6月中旬 児童発達支援事業所に教育委員会職員が訪問し希望された保護者
と面談を行います。

就学時健康診断 10月中旬 案内通知を郵送します。必す受診してください。

入学通知書 1月中旬～下旬 通知書を郵送します。入学式当日まで保管し、入学式当日学校へ提
出してください。

入学説明会 1月下旬～ 各学校の主催で、入学準備等の説明があります。

入学時期 例年4月6日 4月1日時点で満6歳に達している児童

本町に転入したとき
校区外へ転居したとき

転入転居手続きを役場町民課で行った後、住民異動届コピーを学校教育課
へ提出してください。前の学校で交付さ れた在学証明書、教科書給与証明書
は指定された学校へ提出してください。

本町から転出するとき 転出手続きを役場町民課で行った後、在籍している学校で、 在学証明書、教
科書給与証明書の交付を受け、引っ越し先の市町村で手続きをしてください。

特別支援学級・通級指導教室
知的障害特別支援学級
自閉症・情緒障害・
肢体不自由特別支援学級
言語障害通級教室

特別支援学級および通級指導教室を設けている学校があり、障がいに応じた
教育を行っています。設置校につきましては、教育委員会事務局学校教育係
にお問い合わせください。

児童生徒の就学に必要な経費を負担することが困難な家庭の保護者に対して、学用品費などを援助します。
就学援助費

【対象者】
町内の小・中学校に通う児童生徒の保護者（※所得制限等、認定基準あり）
【援助の内容】
学用品費、給食費、新入学児童•生徒学用品費等
【申込み方法】
申請書が学校にあります。各学校に申請書を提出してください。

児童生徒が特別支援学級で学ぶ際の教育関係経費について学用品費などを援助します。
特別支援教育就学奨励費

【対象者】
町内の小・中学校に通い、特別支援学級に在籍または療育手帳をお持ちの児童生徒の保護者
（※所得制限あり）
【援助の内容】
学用品費、給食費、新入学児童•生徒学用品費等
【申込み方法】
申請書が学校にあります。各学校に申請書を提出してください。

本町には奨学金の貸付制度があります。
奨学金制度

【対象者】
本町に引続き3年以上居住し生活の本拠を有する者の子弟で、 次のいずれかに該当する者
一般奨学生
○学力、資質ともに優秀かつ心身ともに健全であること
○高等学校等及び大学等 (4年生大学、 短期大学、 専門学校) に進学又は在学する者
特別奨学生
○大学、 大学院又は専門学校等に進学又は在学する者で、将来、 知名町において規則に定める有資格者
 (医師、歯科医師、医療福祉関係者)として勤務しようとする者
【貸付金額】
■一般奨学生
○高等学校、高等専門学校(1・2・3年) 在学者 月額20,000円
○高等専門学校(4・5年)、 大学等、 大学院在学者 月額40,000円
■特別奨学生 (免除制度あり)
○医師、歯科医師の資格取得を目指す者：月額60,000円
○その他の資格を目指す者：月額50,000円
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